
 

第３ 一般募集 
 
１ 一般募集における出願資格 

第１の２（1ページ）に該当する者。 
なお、隣接県の隣接学区からの出願については、第７の２（17ページ）による。 

 
２ 川越市立高等学校「地域特別選抜」の人員 

川越市立高等学校「地域特別選抜」の人員は、募集人員の10％程度の範囲内とする。 
詳細は、川越市立川越高等学校の募集要項に定める。 

 
３  出願手続 

(1) 出願書類 
ア 入学願書（様式５）、受検票（様式５-２） 

  ただし、電子出願手続を実施する県立高等学校、さいたま市立高等学校及び川口市立高等学

校（全日制の課程）（70ページの別表９参照。以下、「電子出願実施校」という。）について

は、様式を別途定める。 
イ 入学選考手数料 

(ｱ) 県立高等学校への志願者の入学選考手数料及び納付方法は、次のとおりとする。 

県立高等学校 入学選考手数料 納付方法 所定用紙 

 電子出願 

 未実施校※ 

全日制の課程 2,200円

振込により納付する。 納付書兼領収書 

定時制の課程  950円

電子出願 
実施校 

（70ページ参照） 

全日制の課程 2,200円
出願手続の案内に従って、

電子収納により納付する。
 

定時制の課程  950円

    ※「電子出願未実施校」とは、電子出願実施校以外の県公立高等学校をいう。 

 

     電子出願未実施校については、入学選考手数料（全日制の課程2,200円、定時制の課程950

円）を所定用紙（納付書兼領収書）により指定の金融機関で納付し、受領済印が押印された所定

用紙を、「入学願書」の裏面に貼付し提出すること。なお、所定用紙には志願者本人の住所、氏

名、電話番号、中学校名を記入する。 

     電子出願実施校については、出願手続の案内に従って、電子収納により納付する。 

 

(ｲ) 市立高等学校への志願者の入学選考手数料及び方法は、次のとおり高等学校を設置する市

が定める。 
市 入学選考手数料 納付方法 所定用紙 

さいたま市 2,200円 振込により納付する。 納付書兼領収書 

川 口 市 
全日制の課程 2,200円

出願手続の案内に従って、

電子収納により納付する。
 

定時制の課程  950円 振込により納付する。 納付書兼領収書 

川 越 市 2,200円  振込により納付する。  納入通知書兼領収書

さいたま市立高等学校への志願者は、入学選考手数料を所定用紙により指定の金融機関で

納付し、受領済印の押印を確認すること。その後、電子出願手続の案内に従って所定用紙の

写真撮影をしてアップロードすること。なお、所定用紙には志願者本人の住所、氏名、電話

番号、中学校名を記入し、「入学願書」の裏面には貼付せず、保管しておく。 

 

 

  川越市立川越高等学校及び川口市立高等学校（定時制の課程）への志願者は、入学選考手

数料を所定用紙により指定の金融機関で納付し、受領済印が押印された所定用紙を、「入学

願書」の裏面に貼付し提出すること。なお、所定用紙には志願者本人の住所、氏名、電話番

号、中学校名を記入する。 

  川口市立高等学校（全日制の課程）への志願者は、電子出願手続の案内に従って電子収納

により納付する。このとき、入学選考手数料とは別に生じる電子収納に係る手数料は、志願

者が負担する。 

(ｳ) いずれの場合でも、一度納付した入学選考手数料及び電子収納に係る手数料は返還しな

い。 

ウ 調査書（様式1） 
災害等やむを得ない事由で、所定の調査書を提出できないときは、その事由を記して、これ

に代わる参考となる資料を提出することができる。 
エ 学習の記録等学年内評価分布表（様式3）及び学習の記録等一覧表（様式4） 

 全日制の課程及び定時制の課程を併置する高等学校のそれぞれの課程に志願者がある場合

は、両課程に1部ずつ提出すること。 
 過年度の卒業生が出願する場合及び隣接県の隣接学区以外の県外中学校から出願する場合

は、提出する必要はない。 
オ 提出した書類は、特に定めのある場合を除き返却しない。 
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(2) 出願書類の提出方法 

 原則、中学校がまとめて郵送による出願とする。ただし、郵送が難しい場合には、中学校がまと

めて持参、志願者が郵送・持参によって提出することもできる。 
 
ア 志願者又は出身中学校長（在学中学校長を含む。以下同じ）が提出するもの 
  下記の(ｱ)-1、(ｱ)-2、(ｲ)-1、(ｲ)-2のいずれの場合も、提出期間の誤りや提出書類に不備が無い

よう留意すること。 
  ただし、電子出願実施の県立高等学校、さいたま市立高等学校及び川口市立高等学校（全日制

の課程）（70ページの別表９参照。）については５ページによる。 
 

  (ｱ) 中学校がまとめて郵送若しくは持参により出願する場合 

  (ｲ) 志願者が郵送若しくは持参により出願する場合 

  (ｱ)-1 中学校がまとめて郵送する場合 (ｱ)-2 中学校がまとめて持参する場合 

提出書類 
  入学願書、受検票、調査書をまとめて提出する。送付票（様式21）を同封すること。 

  なお、受検票の裏面に返信先の「郵便番号」「住所」「氏名」を記入し、223円分の 

 切手を貼ること。（63円＋特定記録郵便代160円） 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月７日（水） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  出身中学校長が命じた者が窓口に持参す 

 ること。  

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願先高等学校長は、受領書（様式22）

 を交付する。 

受検票の 

交付 
  志願先高等学校長は、「受検票」を2月９日（金）午後３時までに特定記録郵便にて 

 郵送手続を行う。 

  (ｲ)-1 志願者が郵送する場合 (ｲ)-2 志願者が持参する場合 

提出書類 

  入学願書、受検票、調査書を同封する。  

  受検票の裏面に返信先の「郵便番号」  

 「住所」「氏名」を記入し、223円分の 

 切手を貼ること。 

 （63円＋特定記録郵便代160円） 

  入学願書、受検票、調査書を同時に提出 

 する。 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月８日（木） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

      ２月９日（金） 

       午前９時から正午まで 

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願者が窓口に持参すること。 

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

受検票の 

交付 

  志願先高等学校長は、「受検票」を2月 

 ９日（金）午後３時までに特定記録郵便に 

 て郵送手続を行う。 

  志願先高等学校長は、「入学願書」等を受

 理した後、「受検票」を交付する。 

 

 

電子出願実施の県立高等学校、さいたま市立高等学校及び川口市立高等学校（全日制の課程）（70ペ
ージの別表９参照。）の出願方法 
 
 電子出願実施校に提出する入学願書は、実施する高等学校のホームページ上で電子出願手続の案内
に従って入力等を行い、印刷した入学願書を用いることとする。 
 

  ※ 上記期間に入力を完了しただけでは、出願手続は完了していない。 
    以下の(ｱ)又は(ｲ)による提出を行うこと。 
 

  (ｱ) 中学校がまとめて郵送若しくは持参により出願する場合 

  (ｲ) 志願者が郵送若しくは持参により出願する場合 

       
 
 
 
 

 電子出願手続により、入学願書を作成する期間 

           令和６年１月１８日（木）正午 から 2月９日（金）正午 まで 

  (ｱ)-1 中学校がまとめて郵送する場合 (ｱ)-2 中学校がまとめて持参する場合 

提出書類   入学願書、調査書をまとめて提出する。送付票（様式21）を同封すること。 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月７日（水） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  出身中学校長が命じた者が窓口に持参す 

 ること。  

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願先高等学校長は、受領書（様式22）

 を交付する。 

受検票の 

交付   志願者は、「受検票」を2月１３日（火）午後３時以降に各自で印刷する。 

  (ｲ)-1 志願者が郵送する場合 (ｲ)-2 志願者が持参する場合 

提出書類   入学願書、調査書を同封する。   入学願書、調査書を同時に提出する。 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月８日（木） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

      ２月９日（金） 
       午前９時から正午まで 

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願者が窓口に持参すること。 

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

受検票の 

交付   志願者は、「受検票」を2月１３日（火）午後３時以降に各自で印刷する。 
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       午後１時から午後４時30分まで

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  出身中学校長が命じた者が窓口に持参す 

 ること。  

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願先高等学校長は、受領書（様式22）

 を交付する。 

受検票の 

交付 
  志願先高等学校長は、「受検票」を2月９日（金）午後３時までに特定記録郵便にて 

 郵送手続を行う。 

  (ｲ)-1 志願者が郵送する場合 (ｲ)-2 志願者が持参する場合 

提出書類 

  入学願書、受検票、調査書を同封する。  

  受検票の裏面に返信先の「郵便番号」  

 「住所」「氏名」を記入し、223円分の 

 切手を貼ること。 

 （63円＋特定記録郵便代160円） 

  入学願書、受検票、調査書を同時に提出 

 する。 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月８日（木） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

      ２月９日（金） 

       午前９時から正午まで 

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願者が窓口に持参すること。 

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

受検票の 

交付 

  志願先高等学校長は、「受検票」を2月 

 ９日（金）午後３時までに特定記録郵便に 

 て郵送手続を行う。 

  志願先高等学校長は、「入学願書」等を受

 理した後、「受検票」を交付する。 

 

 

電子出願実施の県立高等学校、さいたま市立高等学校及び川口市立高等学校（全日制の課程）（70ペ
ージの別表９参照。）の出願方法 
 
 電子出願実施校に提出する入学願書は、実施する高等学校のホームページ上で電子出願手続の案内
に従って入力等を行い、印刷した入学願書を用いることとする。 
 

  ※ 上記期間に入力を完了しただけでは、出願手続は完了していない。 
    以下の(ｱ)又は(ｲ)による提出を行うこと。 
 

  (ｱ) 中学校がまとめて郵送若しくは持参により出願する場合 

  (ｲ) 志願者が郵送若しくは持参により出願する場合 

       
 
 
 
 

 電子出願手続により、入学願書を作成する期間 

           令和６年１月１８日（木）正午 から 2月９日（金）正午 まで 

  (ｱ)-1 中学校がまとめて郵送する場合 (ｱ)-2 中学校がまとめて持参する場合 

提出書類   入学願書、調査書をまとめて提出する。送付票（様式21）を同封すること。 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月７日（水） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  出身中学校長が命じた者が窓口に持参す 

 ること。  

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願先高等学校長は、受領書（様式22）

 を交付する。 

受検票の 

交付   志願者は、「受検票」を2月１３日（火）午後３時以降に各自で印刷する。 

  (ｲ)-1 志願者が郵送する場合 (ｲ)-2 志願者が持参する場合 

提出書類   入学願書、調査書を同封する。   入学願書、調査書を同時に提出する。 

提出期間 
及び 

受付時間 

  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 

 すること。 

  令和６年２月８日（木） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

      ２月９日（金） 
       午前９時から正午まで 

提 出 先 志願先高等学校 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱い 

 とし、封筒の表には「入学願書等在中」と 

 朱書きすること。 
  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

  志願者が窓口に持参すること。 

  この他に定められた提出書類がある場合 

 は、同時に提出すること。 

受検票の 

交付   志願者は、「受検票」を2月１３日（火）午後３時以降に各自で印刷する。 
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イ 出身中学校長が提出するもの 

 郵送する場合 持参する場合 

提出書類 学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表（様式3及び4） 

提出期間 
及び 

受付時間 
  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 
 すること。 

  令和６年２月８日（木） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

      ２月９日（金） 
       午前９時から正午まで 

提 出 先 志願先高等学校及び高校教育指導課 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱いと 
 し、封筒の表には「学習の記録等一覧表等在 
 中」と朱書きすること。 
   
（高校教育指導課郵送先） 

〒330-9301 
さいたま市浦和区高砂3-15-1 
埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課長 

  直接持参する。 

その他 
 なおアの(ｱ)により、中学校がまとめて出願する場合、入学願書等と学習の記録等学年内評
価分布表及び学習の記録等一覧表を、同一の封筒で提出することができる。この場合、封筒
の表には、「入学願書等在中」と「学習の記録等一覧表等在中」を朱書きで併記すること。

 
４ 併願 
(1) 県公立高等学校及び県立特別支援学校の2校以上に「入学願書」を提出することはできない。 
(2) 同一高等学校における全日制の課程と定時制の課程の双方に「入学願書」を提出することはでき

ない。 
 
５ 第2志望 

 同一課程に2学科以上ある高等学校、普通科でコース等を設置する高等学校、2部又は3部制の高 

等学校及び県立いずみ高等学校において同一の資料によって選抜ができる場合は、当該高等学校長 

は第2志望を認めることができる（〔別表4〕）。 
 第2志望を希望する場合の「入学願書」（様式5）の記入に当たっては、「第2志望に関する申告

欄」の「あり」の欄に○を付し、志望する学科（コース等）名を記入すること。第2志望を希望しな

い場合は「なし」の欄に○を付すこと。 

なお、電子出願手続に当たっては、画面の表示される案内に従って選択又は入力をすること。 

 
６ 第2志望に準ずる志望 

 複数の学科・コース等を有する高等学校において、同一の資料によって選抜ができないことによ

り学科・コース等間の第2志望を認めることができない場合においても、次の(1)及び(2)に従い、第

2志望に準ずる志望を認めることができる（〔別表5〕）。 
(1) 選抜は、選抜対象者数が募集人員より少ない学科・コース等でのみ実施する。 

 (2) 選抜は、すべての学科・コース等の選抜を終えたのち、第2志望に準ずる志望を希望した志願者

を対象に行う。 
 第2志望に準ずる志望を希望する場合の「入学願書」（様式5）の記入に当たっては、「第2志望

に関する申告欄」の「あり」の欄に○を付し、志望する学科（コース等）名を記入すること。第2志

望に準ずる志望を希望しない場合は「なし」の欄に○を付すこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

７ 志願先変更 
(1) 期間 

 志願者は、次の期間内に1回に限り、志願先を変更することができる。 
 なお、一般募集による入学者選抜に出願した者については、帰国生徒特別選抜又は外国人特別

選抜の出願資格を有する者であっても、帰国生徒特別選抜又は外国人特別選抜へ志願先変更をす

ることはできない。 

(2) 他の学校へ志願先変更するときの手続 

   志願先変更を希望する者は、次の表に従い、出身中学校長を経て、｢志願先変更願｣（様式8）及

び受検票を、先に出願した高等学校長に持参により提出し、｢志願先変更証明書｣（様式9）の交付

を受けた後、新たに持参により出願手続をとること。 

   ただし、入学選考手数料については、以下、アによる。 

先に志願 

した高等学校 
提出するもの 

新たに志願 

した高等学校
提出するもの 

電子出願 

未実施校 

志願先変更願（様式8）

受検票 

電子出願 

未実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書・受検票…新たに作成し

・調査書等    たもの 

電子出願 

実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書…新たに志願した高等学

校のホームページ上で

電子出願手続の案内に

従って入力等を行い、

印刷したもの 

受検票 …２月１６日（金）正午

以降に各自で印刷する 

調査書等…新たに作成したもの 

電子出願 

実施校 

志願先変更願（様式8）

受検票…各自で印刷した

もの 

電子出願 

未実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書・受検票…新たに作成し

・調査書等    たもの 

電子出願 

実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書…新たに志願した高等学

校のホームページ上で

電子出願手続の案内に

従って入力等を行い、

印刷したもの 

受検票 …２月１６日（金）正午

以降に各自で印刷する 

調査書等…新たに作成したもの 

 

ア 入学選考手数料 

(ｱ) 同一課程において県立高等学校から他の県立高等学校に志願先を変更する場合は、改めて納

付する必要はない。 
(ｲ) 定時制の課程から全日制の課程に志願先を変更する場合は、入学選考手数料の不足分の額

（1,250円）を所定用紙により指定の金融機関で納付し、受領済印が押印された所定用紙を、

「入学願書」の裏面に貼付し提出すること。なお、所定用紙には志願者本人の住所、氏名、電話

番号、中学校名を記入する。 
  ただし、電子出願実施の県立高等学校については、出願手続の案内に従って、原則、電子収

納により入学選考手数料の不足分の額（1,250円）を納付する。 

 
令和６年２月1４日（水）から２月1５日（木）まで 

受付時間は、2月1４日（水）は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時30分まで 

2月1５日（木）は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。
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イ 出身中学校長が提出するもの 

 郵送する場合 持参する場合 

提出書類 学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表（様式3及び4） 

提出期間 
及び 

受付時間 
  令和６年2月７日（水）を配達指定日と 
 すること。 

  令和６年２月８日（木） 

       午前９時から正午まで及び 

       午後１時から午後４時30分まで

      ２月９日（金） 
       午前９時から正午まで 

提 出 先 志願先高等学校及び高校教育指導課 

提出方法 

  「簡易書留」等、配達の記録が残る扱いと 
 し、封筒の表には「学習の記録等一覧表等在 
 中」と朱書きすること。 
   
（高校教育指導課郵送先） 

〒330-9301 
さいたま市浦和区高砂3-15-1 
埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課長 

  直接持参する。 

その他 
 なおアの(ｱ)により、中学校がまとめて出願する場合、入学願書等と学習の記録等学年内評
価分布表及び学習の記録等一覧表を、同一の封筒で提出することができる。この場合、封筒
の表には、「入学願書等在中」と「学習の記録等一覧表等在中」を朱書きで併記すること。

 
４ 併願 
(1) 県公立高等学校及び県立特別支援学校の2校以上に「入学願書」を提出することはできない。 
(2) 同一高等学校における全日制の課程と定時制の課程の双方に「入学願書」を提出することはでき

ない。 
 
５ 第2志望 

 同一課程に2学科以上ある高等学校、普通科でコース等を設置する高等学校、2部又は3部制の高 

等学校及び県立いずみ高等学校において同一の資料によって選抜ができる場合は、当該高等学校長 

は第2志望を認めることができる（〔別表4〕）。 
 第2志望を希望する場合の「入学願書」（様式5）の記入に当たっては、「第2志望に関する申告

欄」の「あり」の欄に○を付し、志望する学科（コース等）名を記入すること。第2志望を希望しな

い場合は「なし」の欄に○を付すこと。 

なお、電子出願手続に当たっては、画面の表示される案内に従って選択又は入力をすること。 

 
６ 第2志望に準ずる志望 

 複数の学科・コース等を有する高等学校において、同一の資料によって選抜ができないことによ

り学科・コース等間の第2志望を認めることができない場合においても、次の(1)及び(2)に従い、第

2志望に準ずる志望を認めることができる（〔別表5〕）。 
(1) 選抜は、選抜対象者数が募集人員より少ない学科・コース等でのみ実施する。 

 (2) 選抜は、すべての学科・コース等の選抜を終えたのち、第2志望に準ずる志望を希望した志願者

を対象に行う。 
 第2志望に準ずる志望を希望する場合の「入学願書」（様式5）の記入に当たっては、「第2志望

に関する申告欄」の「あり」の欄に○を付し、志望する学科（コース等）名を記入すること。第2志

望に準ずる志望を希望しない場合は「なし」の欄に○を付すこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

７ 志願先変更 
(1) 期間 

 志願者は、次の期間内に1回に限り、志願先を変更することができる。 
 なお、一般募集による入学者選抜に出願した者については、帰国生徒特別選抜又は外国人特別

選抜の出願資格を有する者であっても、帰国生徒特別選抜又は外国人特別選抜へ志願先変更をす

ることはできない。 

(2) 他の学校へ志願先変更するときの手続 

   志願先変更を希望する者は、次の表に従い、出身中学校長を経て、｢志願先変更願｣（様式8）及

び受検票を、先に出願した高等学校長に持参により提出し、｢志願先変更証明書｣（様式9）の交付

を受けた後、新たに持参により出願手続をとること。 

   ただし、入学選考手数料については、以下、アによる。 

先に志願 

した高等学校 
提出するもの 

新たに志願 

した高等学校
提出するもの 

電子出願 

未実施校 

志願先変更願（様式8）

受検票 

電子出願 

未実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書・受検票…新たに作成し

・調査書等    たもの 

電子出願 

実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書…新たに志願した高等学

校のホームページ上で

電子出願手続の案内に

従って入力等を行い、

印刷したもの 

受検票 …２月１６日（金）正午

以降に各自で印刷する 

調査書等…新たに作成したもの 

電子出願 

実施校 

志願先変更願（様式8）

受検票…各自で印刷した

もの 

電子出願 

未実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書・受検票…新たに作成し

・調査書等    たもの 

電子出願 

実施校 

志願先変更証明書（様式9） 

入学願書…新たに志願した高等学

校のホームページ上で

電子出願手続の案内に

従って入力等を行い、

印刷したもの 

受検票 …２月１６日（金）正午

以降に各自で印刷する 

調査書等…新たに作成したもの 

 

ア 入学選考手数料 

(ｱ) 同一課程において県立高等学校から他の県立高等学校に志願先を変更する場合は、改めて納

付する必要はない。 
(ｲ) 定時制の課程から全日制の課程に志願先を変更する場合は、入学選考手数料の不足分の額

（1,250円）を所定用紙により指定の金融機関で納付し、受領済印が押印された所定用紙を、

「入学願書」の裏面に貼付し提出すること。なお、所定用紙には志願者本人の住所、氏名、電話

番号、中学校名を記入する。 
  ただし、電子出願実施の県立高等学校については、出願手続の案内に従って、電子収納によ

り入学選考手数料の不足分の額（1,250円）を納付する。 

 
令和６年２月1４日（水）から２月1５日（木）まで 

受付時間は、2月1４日（水）は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時30分まで 

2月1５日（木）は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。
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(ｳ) 県立高等学校から市立高等学校へ志願先を変更する場合、又は、市立高等学校から県立高等

学校へ志願先を変更する場合は、改めて所定の手続により納付すること。 

(ｴ) 一度納入した入学選考手数料は返還しない。 

 

先に志願した 

高等学校 

新たに志願した 

高等学校 
入学選考手数料 

県立 

（全日制の課程） 

県立 

（全日制の課程） 
改めて納付する必要はない 

県立 

（定時制の課程） 

県立 

（定時制の課程） 

県立の電子出願未実施校 

（全日制の課程） 
振込により、納付する（1,250円） 

県立の電子出願実施校 

（全日制の課程） 

志願先変更手続きの案内に従って、電子収

納により納付する（1,250円） 

県立 

（定時制の課程） 
改めて納付する必要はない 

県立 市立 
改めて所定の手続により納付する 

（２ページ３(１)のイを参照） 
市立 県立 

市立 市立 

改めて所定の手続により納付する 

（２ページ３(１)のイを参照） 

ただし、さいたま市立高等学校から他のさ

いたま市立高等学校に志願先を変更する場

合は、改めて納付する必要はない 

 

イ 学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表 

    志願先変更があったときは、出身中学校長は新たに出願した高等学校長に速やかに提出する。

ただし、既に提出している高等学校の同一の課程に対しては、改めて提出する必要はない。 

ウ 志願先変更証明書 
 「志願先変更願」（様式8）が提出された場合は、当該高等学校長は「志願先変更証明書」

（様式9）を交付する。 
(3) 同一校の学科間等における志願先変更 

 同一校の学科間等において志願先変更を希望する者は、出身中学校長を経て、｢志願先変更願｣

及び受検票を、出願している高等学校長に持参により提出した後、新たに出願手続をとること。

出願手続の方法については、(２)に準じる。 
(4) 第2志望（第2志望に準ずる志望を含む。以下同じ。）のみの変更 

(3)による。その際、受検票の備考欄等に「第２志望変更」と記載して交付する。 

 

８ 志願取消 
 志願取消を希望する者は、出身中学校長を経て、「志願取消届」（様式10）及び受検票を速やか

に志願先高等学校長に持参により提出する。 
 
９ 学力検査 

(1) 志願者は、令和６年２月21日（水）に行われる学力検査を受検しなければならない。 

(2) 急病その他やむを得ない事情により学力検査を受検できない場合は、その事由を証明する書類

を、出身中学校長を経て、当日までに志願先高等学校長に提出しなければならない。 

 

  なお、追検査を受検する場合は「１４ 追検査」による。 

(3) 学力検査は、国語、社会、数学、理科及び英語の5教科で実施し、中学校学習指導要領に基づい

て出題する。英語にはリスニングテストを含む。 

なお、〔別表8〕にある学校では、数学及び英語の学力検査において「学校選択問題」を実施す

る。 
(4) 学力検査会場は、志願先高等学校とする。 
(5) 学力検査の日程は、次のとおりとする。 

時
間 

8:45～ 

9:20 

9:25～

10:15 
(50分) 休 

憩 

10:35～

11:25 
(50分) 休 

憩 

11:45～

12:35 

(50分) 昼 

食 

13:30～

14:20 

(50分) 休 

憩 

14:40～

15:30 

(50分) 
教
科
等 

一般諸注意 国 語 数 学 社 会 理 科 英 語 

 

(6) 学力検査の配点等については、選抜要領で定める。 
(7) 障害のある志願者に対する配慮事項及び配慮が必要な場合の手続については、第14（28ペー

ジ）による。 
 
１０ 実技検査 
 (1) 次の学科・コース等の志願者は、実技検査を受検しなければならない。 

ア 芸術系学科（美術科、音楽科、書道科、映像芸術科及び舞台芸術科）の志願者 

イ 体育科の志願者 
ウ スポーツサイエンス科の志願者 
エ 県立伊奈学園総合高等学校のスポーツ科学系及び芸術系の志願者 

(2) 外国語科・外国語コース等においては、英語による問答を内容とする実技検査を実施すること

ができる。 
(3) 詳細については、第４（11ページ）による。 

 
１１ 面接 

(1) 実技検査を実施しない学科・コース等においては、面接を実施することができる。 
(2) 詳細については、第５（15ページ）による。 
 

１２ 選抜 
高等学校長は、選抜要領に従い、厳正に選抜を行う。 

 
１３ 入学許可候補者の発表 

(1) 日時・場所・方法 

 ウェブによる発表 掲示による発表 

日時 令和６年３月１日（金）午前9時 令和６年３月１日（金）午前10時 

場所  ＵＲＬ等は別途定める。 志願先高等学校 

備考 
 高等学校長は、受検票を確認し「選抜結果通知書」（様式7）を入学許可候補者に

交付する。 

(2) 入学許可候補者は、令和６年３月１日（金）に、受検票を持参し、志願先高等学校において高

等学校長から交付書類を受け取ること。 

(3) 入学許可候補者が、やむを得ない事情により入学を辞退しようとするときは、辞退理由を記し

た「入学辞退届」（様式自由）を、出身中学校長を経て志願先高等学校長に持参により提出す

る。 
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(ｳ) 県立高等学校から市立高等学校へ志願先を変更する場合、又は、市立高等学校から県立高等

学校へ志願先を変更する場合は、改めて所定の手続により納付すること。 

(ｴ) 一度納入した入学選考手数料は返還しない。 

 

先に志願した 

高等学校 

新たに志願した 

高等学校 
入学選考手数料 

県立 

（全日制の課程） 

県立 

（全日制の課程） 
改めて納付する必要はない 

県立 

（定時制の課程） 

県立 

（定時制の課程） 

県立の電子出願未実施校 

（全日制の課程） 
振込により、納付する（1,250円） 

県立の電子出願実施校 

（全日制の課程） 

志願先変更手続きの案内に従って、電子収

納により納付する（1,250円） 

県立 

（定時制の課程） 
改めて納付する必要はない 

県立 市立 
改めて所定の手続により納付する 

（２ページ３(１)のイを参照） 
市立 県立 

市立 市立 

改めて所定の手続により納付する 

（２ページ３(１)のイを参照） 

ただし、さいたま市立高等学校から他のさ

いたま市立高等学校に志願先を変更する場

合は、改めて納付する必要はない 

 

イ 学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表 

    志願先変更があったときは、出身中学校長は新たに出願した高等学校長に速やかに提出する。

ただし、既に提出している高等学校の同一の課程に対しては、改めて提出する必要はない。 

ウ 志願先変更証明書 
 「志願先変更願」（様式8）が提出された場合は、当該高等学校長は「志願先変更証明書」

（様式9）を交付する。 
(3) 同一校の学科間等における志願先変更 

 同一校の学科間等において志願先変更を希望する者は、出身中学校長を経て、｢志願先変更願｣

及び受検票を、出願している高等学校長に持参により提出した後、新たに出願手続をとること。

出願手続の方法については、(２)に準じる。 
(4) 第2志望（第2志望に準ずる志望を含む。以下同じ。）のみの変更 

(3)による。その際、受検票の備考欄等に「第２志望変更」と記載して交付する。 

 

８ 志願取消 
 志願取消を希望する者は、出身中学校長を経て、「志願取消届」（様式10）及び受検票を速やか

に志願先高等学校長に持参により提出する。 
 
９ 学力検査 

(1) 志願者は、令和６年２月21日（水）に行われる学力検査を受検しなければならない。 

(2) 急病その他やむを得ない事情により学力検査を受検できない場合は、その事由を証明する書類

を、出身中学校長を経て、当日までに志願先高等学校長に提出しなければならない。 

 

  なお、追検査を受検する場合は「１４ 追検査」による。 

(3) 学力検査は、国語、社会、数学、理科及び英語の5教科で実施し、中学校学習指導要領に基づい

て出題する。英語にはリスニングテストを含む。 

なお、〔別表8〕にある学校では、数学及び英語の学力検査において「学校選択問題」を実施す

る。 
(4) 学力検査会場は、志願先高等学校とする。 
(5) 学力検査の日程は、次のとおりとする。 

時
間 

8:45～ 

9:20 

9:25～

10:15 
(50分) 休 

憩 

10:35～

11:25 
(50分) 休 

憩 

11:45～

12:35 

(50分) 昼 

食 

13:30～

14:20 

(50分) 休 

憩 

14:40～

15:30 

(50分) 
教
科
等 

一般諸注意 国 語 数 学 社 会 理 科 英 語 

 

(6) 学力検査の配点等については、選抜要領で定める。 
(7) 障害のある志願者に対する配慮事項及び配慮が必要な場合の手続については、第14（28ペー

ジ）による。 
 
１０ 実技検査 
 (1) 次の学科・コース等の志願者は、実技検査を受検しなければならない。 

ア 芸術系学科（美術科、音楽科、書道科、映像芸術科及び舞台芸術科）の志願者 

イ 体育科の志願者 
ウ スポーツサイエンス科の志願者 
エ 県立伊奈学園総合高等学校のスポーツ科学系及び芸術系の志願者 

(2) 外国語科・外国語コース等においては、英語による問答を内容とする実技検査を実施すること

ができる。 
(3) 詳細については、第４（11ページ）による。 

 
１１ 面接 

(1) 実技検査を実施しない学科・コース等においては、面接を実施することができる。 
(2) 詳細については、第５（15ページ）による。 
 

１２ 選抜 
高等学校長は、選抜要領に従い、厳正に選抜を行う。 

 
１３ 入学許可候補者の発表 

(1) 日時・場所・方法 

 ウェブによる発表 掲示による発表 

日時 令和６年３月１日（金）午前9時 令和６年３月１日（金）午前10時 

場所  ＵＲＬ等は別途定める。 志願先高等学校 

備考 
 高等学校長は、受検票を確認し「選抜結果通知書」（様式7）を入学許可候補者に

交付する。 

(2) 入学許可候補者は、令和６年３月１日（金）に、受検票を持参し、志願先高等学校において高

等学校長から交付書類を受け取ること。 

(3) 入学許可候補者が、やむを得ない事情により入学を辞退しようとするときは、辞退理由を記し

た「入学辞退届」（様式自由）を、出身中学校長を経て志願先高等学校長に持参により提出す

る。 
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１４ 追検査 
 (1) 次のア又はイに該当する志願者は、令和６年３月４日（月）に実施する追検査を受検すること

ができる。ただし、令和６年２月2２日（木）に実施する実技検査・面接を受検した志願者は、追

検査を受検できない。 

  ア インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、学力検査を欠席した者 

  イ 一部受検者   

(2) 出身中学校長は、志願者が学力検査を受検できなかった事情を踏まえ、追検査受検に該当する

と判断した場合、速やかに志願先高等学校長に連絡するとともに、「追検査受検願」（様式16）

を令和６年２月2２日（木）正午までに志願先高等学校長に提出する。 

 (3) 志願先高等学校長は、追検査の受検を承認したときは、「追検査受検承認証」（様式17）及

び、「追検査受検者個人カード（様式23）」を交付する。志願者は、「追検査受検者個人カード

（様式23）」に必要事項を記入の上、追検査当日に持参すること。 

(4) 追検査は、国語、社会、数学、理科及び英語の5教科で実施し、中学校学習指導要領に基づいて 

出題する。英語にはリスニングテストを含む。 

  なお、〔別表8〕にある学校では、数学及び英語の追検査において「学校選択問題」を実施す 

る。 

(5) 「追検査受検願」（様式16）を提出した志願者に対しては、令和６年２月2２日（木）の実技

検査・面接は実施しない。また、追検査においても実技検査・面接は実施しない。ただし、不登

校の生徒などを対象とした特別な選抜、帰国生徒特別選抜による募集、外国人特別選抜による募

集、定時制の課程における特別募集においては、令和６年３月４日（月）に面接を実施する。 

(6) 追検査の会場は、志願先高等学校とする。また、追検査の日程及び配点等は学力検査に準ず

る。 

(7) 高等学校長は、選抜要領に従い、厳正に選抜を行う。 

 (8) 追検査入学許可候補者発表 

日時 令和６年３月６日（水）午前９時 

方法 

電話による発表とする。 

「追検査受検者個人カード（様式23）」に記載された電話番号に、志

願先高校から連絡する。 

 ア 入学許可候補者は、令和６年３月６日（水）に、受検票を持参し、志願先高等学校において

高等学校長から交付書類を受け取ること。 

 イ 入学許可候補者が、やむを得ない事情により入学を辞退しようとするときは、13の(3)に準

ずる。 

 

１５ 成績及び諸活動等の記録通知書 
出身中学校長は、第15（30ページ）に定めるところにより、「成績及び諸活動等の記録通知

書」（様式2）を作成し、令和６年２月１日（木）までに、志願者の保護者に通知する。 

 
１６ その他 
   県内の中学校を卒業する見込みの者（卒業者を含む）で、特別な事情を有する者の出願資格に 

  ついては、別に定める。 

 

 

 

 

 

                                               
 ※１ 一部受検者とは、学力検査当日、急な体調不良等により、学力検査を継続することが難しい

と判断された志願者を指す。ただし、追検査を受検できる教科は、体調不良の申し出があった

時点で終了していない検査時間以降の教科とする。 

※１ 

 

第４  芸術系学科（美術科、音楽科、書道科、映像芸術科及び舞台芸術科）、体育科、スポーツサイ

エンス科及び外国語科・外国語コース等の実技検査  

 
１ 実施日 

  令和６年2月2２日（木）に実施する。集合時刻は、原則として午前８時45分とする。ただし、 

 「追検査受検願」（様式16）を提出した志願者は、受検できない。 

 
２ 内容等 

(1) 芸術系学科（美術科、音楽科、書道科、映像芸術科及び舞台芸術科） 
ア  県立松伏高等学校 

音楽科の実技検査の種目及び内容等 
次のａ、ｂのうち、1つを選び受検する。 
ａ 声楽 

次の①、②のうち、1つを選び、出願時に申告する。 
① 歌曲独唱  ② ミュージカル作品の独唱と身体表現 

ｂ 器楽 
次の①～④のうち、1つを選び、出願時に申告する。 
①  ピアノ  ②  管楽器  ③  弦楽器  ④  打楽器 

イ  県立越生高等学校 
美術科の実技検査の内容等 

鉛筆による素描 
ウ  県立芸術総合高等学校 

(ｱ) 美術科の実技検査の内容等 
鉛筆による素描 

(ｲ) 音楽科の実技検査の種目及び内容等 
次のａ、ｂのうち、1つを選び、出願時に申告する。 
ａ 声楽 
ｂ 器楽 
  次の①～④のうち、1つを選び、出願時に申告する。 
  ① ピアノ  ② 管楽器  ③ 弦楽器  ④ 打楽器 

(ｳ) 映像芸術科の実技検査の内容等 

言葉から発想したイメージを絵と文章で表現する。 

(ｴ) 舞台芸術科の実技検査の内容等 

次のａ及びｂを受検する。bは(ａ)、(ｂ)のうち、1つを選び出願時に申告する。 

ａ及びｂ(a)の課題は出願時に配布する。 

ａ 共通課題 

① 指定された詩、又は文章を朗読する。 

② 指示された基本的な動作を指定されたエリアで行う。 

ｂ 選択課題 

 (a) 演劇表現 

 出願時に配布される課題に基づいて音声、身体を使って表現する。 

 (b) 舞踊表現 

 ２分以内で舞踊を行う。  

 次の①～⑤のうちから1つを選び、出願時に申告する。 

① バレエ（クラシック、モダンは問わない） 

② 洋舞全般（モダンダンス、コンテンポラリーダンス、ジャズダンス、ヒップホップなど） 

③ 各種民族舞踊（日本舞踊を含む） 

④ 身体表現運動（体操、新体操など） 

⑤ その他創作ダンス 
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